
大阪ガスグループの分野別保有特許件数の推移（件）

登録商標の一例
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大阪ガスグループの特許出願件数の推移（件）
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■▶ 戦略的な知的財産権の取得 

パテント・ポートフォリオ・マネジメント＊などの手法
を用い、事業戦略および技術開発戦略上重要な技術は、
強い権利網の構築のため、権利取得すべき領域を特定し
て重点的に特許出願を行っています。例えば、燃料電池
などの家庭用ガスコージェネレーション技術では、キー
となる触媒技術や、構成システムなどそれぞれについて
戦略的な特許出願を行っています。

2016年３月期の大阪ガスグループの特許出願実績は
437件となりました。 

■▶ 知的財産権の有効活用  

大阪ガスグループが実施しているすべての技術分野で
保有特許件数は増加しており、特に、経営戦略上重要と
位置づけられるコージェネレーションや材料ソリューシ
ョンで保有特許を大きく増やしました。ガス製造・輸送
供給ではLNGタンク技術や非開削工法、家庭用ではミス
トサウナやガスコンロ、業務用ではガス空調や工業用バ
ーナ、材料技術ではフルオレンに代表されるファイン材
料や炭素材料に関する特許を保有しています。保有して
いる知的財産権については、大阪ガスグループ全体の事
業への活用に加え、他社へも積極的なライセンス供与を
行っています。

2016年3月期の大阪ガスグループの保有する特許は、
3,401件となっており、前年同期より96件増加しました。 

■▶ 商標権の取得・保護  

大阪ガスグループでは提供するサービス、商品につい
て戦略的に商標を取得し、企業ブランドの構築に取り組
んでいます。2016年３月期の大阪ガスグループの保有
する商標は995件となっています。 

■▶ グループ全体の知財力強化  

大阪ガスグループ社員の知的財産権に関する知識レベ
ルを向上させるため、社内外の講師により目的別・階層
別の知財研修を実施するとともに、知的財産に関する最
新のニュース解説記事の配信やメールマガジンの発行な
どのさまざまな教育・啓蒙活動を行っています。 

また、グループ全体の商標を総点検するなど、他社の
知的財産権を侵害する、あるいは当社の知的財産権が侵
害される知財リスクを低減するための活動に取り組んで
います。

ほむテン
大阪ガスグループ

「小さな灯活動」キャラクター
登録第5837064号

まもりーぬ
大阪ガス・カスタマーリレーションズ㈱
公式キャラクター
登録第5808421号

知的財産戦略  ｜ 大阪ガスグループでは知的財産権を重要な経営資源と位置付け、
事業戦略、技術開発戦略と連携した権利の確保と活用に積極的に取り組んでいます。 

コーポレート・ガバナンス
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大阪ガスは、公正で透明な事業活動を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることが重要と考えて
います。その実現を目指し、株主の権利行使に適切に対応し、ステークホルダーとの対話と協働を通じて信頼の維持
向上に努め、当社グループのCSR水準を一層高めていきます。また、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速
に対応し、透明、公正かつ果断な意思決定および効率的かつ適正な業務執行を行うために、現状の企業統治体制を
採用し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を継続的に推し進めます。

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

知的財産活動

代表取締役

藤 原  正 隆

代表取締役会長

尾 崎  裕

代表取締役

松 坂  英 孝

代表取締役社長

本 荘  武 宏

代表取締役

瀨 戸 口  哲 夫

＊技術の現状とあるべき姿の間を、開発と特許の取得により埋め、強い特許網を構築
して事業戦略に反映する手法

■ ガス製造・輸送供給　■ 家庭用ガス機器　■ 業務用ガス機器
■ コージェネレーション　■ 材料技術　■ その他
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（注1）取締役会　：取締役13名（社内取締役10名・社外取締役3名）
（注2）諮問委員会：社外取締役（3名）、社外監査役（3名）、代表取締役社長、社長が

指名する者（他の代表取締役の中から2名まで）

（注3）監査役会　：監査役5名（常勤監査役（社内）2名、社外監査役3名）
（注4）経営会議　：社長執行役員1名、副社長執行役員3名、常務執行役員8名

コーポレート・ガバナンス体制
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コーポレート・ガバナンス推進体制と取り組み
 
 1 株主総会

議案の熟慮期間を確保するため、招集通知の早期発送
（約4週間前）を行っています。また、発送日前に招集通
知を東京証券取引所ウェブサイト、当社ウェブサイトな
どにて開示しています。議決権の行使については、イン
ターネットなどによる電子投票制度を採用しています。

 2 取締役（会）
取締役会は、社外取締役3人（2016年6月29日定時株

主総会で1名増員）を含む13人で構成されており、子会
社などを含めた当社グループ全般に関わる重要事項を取
り扱い、迅速かつ的確な意思決定と監督機能の充実を図
っています。2015年度は計13回実施し、出席率は
98.8%でした。十分な審議時間が確保され、活発な議論
が行われました。

 3 執行役員
当社は、執行役員制度を導入し、取締役が経営の意思

決定と監視・監督に注力することにより、取締役会を活
性化して経営の効率性および監督機能を高めるように努
めています。執行役員は取締役会で定めた職務の執行に
従事するとともに、代表取締役と取締役の一部が執行役
員を兼務し、経営の意思決定を確実かつ効率的に実施し
ています。

 4 経営会議
当社は経営会議で経営の基本方針および経営に関する

重要な事項について、十分に審議を尽くした上で意思決
定を行っています。経営会議は、社内規程「経営会議規
程」に則って、社長執行役員、副社長執行役員、常務執
行役員、本部長および事業部長で構成し、原則として毎

週実施しています。また、経営会議のうち原則年3回を
「CSR推進会議」として開催し、CSRに関する活動計画の
審議および活動報告を行っています。

 5 監査役（会）
当社は監査役会設置会社を選択しています。監査役会

は社外監査役3人を含む5人の監査役で構成され、それ
ぞれが取締役の職務の執行を監査しています。

当社の監査役会を支える組織として、取締役の指揮命
令系統外の専従スタッフ（4人）からなる監査役室を設置
し、監査役の調査業務を補助することにより、監査役の
監査機能の充実を図っています。

 6 監査部
内部監査部門として監査部（21人）を設置し、年間監

査計画などに基づいて、業務活動が適正かつ効率的に行
われているかを監査し、各基本組織および各関係会社に
助言・勧告を行うとともに、監査結果を経営者に報告し
ています。あわせて、事業部やグループ中核会社などに
おいては、グループ共通規程である「関係会社基本規程」
および「自主監査規程」の中で役割を明確に定めたうえ
で内部監査人を設置し、自主監査を実施することなどに
より、監査機能や内部統制機能の充実・強化に努めてい
ます。また、監査部は、内部監査人と連携して、金融商
品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制の評価を実
施し、その結果を経営者に報告しています。

監査部、監査役、会計監査人は、年間監査計画や監査
報告などの定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報
の交換を行うことで、相互の連携を高め、監査の実効性・
質的向上を図っています。

リスクマネジメント 
大阪ガスグループでは、基本組織長と関係会社社長は、

損失の危機の管理を推進し、定期的にリスクマネジメン
トの点検を実施しています。各基本組織および各関係会
社においては、リスクマネジメントの自己点検をシステ
ム化した「G-RIMS（Gas Group Risk Management 
System）」を活用して、リスク項目を設定し、当該リス

ク項目への対応状況の点検とフォローを実施しています。
また、保安・防災などのグループに共通するリスク管

理に関しては、主管組織を明確にし、各基本組織および
各関係会社をサポートすることで、グループ全体として
のリスクマネジメントに取り組んでおり、緊急非常事態
に対する備えとして、災害対策に関する規程および事業
継続計画を整備しています。

コーポレートガバナンス体制図
（2016年6月29日現在）

株主総会

22取締役（会）
（社外取締役含む）

業務執行取締役
（副社長執行役員、常務執行役員）

大阪ガス基本組織
関係会社

監査役（会）
（注3）

（社外監査役含む）

経営会議
（注4）

諮問委員会
（注2）

（指名・報酬）

代表取締役社長
（社長執行役員）

監査役室

会計
監査人

33
業務執行取締役

（副社長執行役員、常務執行役員）

監査部
33

33

内部監査
内部監査

（注1）

監査
機能

重要な意思決定
監視・監督機能

業務執行
機能

全社委員会
・CSR 委員会
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（注1）取締役会　：取締役13名（社内取締役10名・社外取締役3名）
（注2）諮問委員会：社外取締役（3名）、社外監査役（3名）、代表取締役社長、社長が

指名する者（他の代表取締役の中から2名まで）

（注3）監査役会　：監査役5名（常勤監査役（社内）2名、社外監査役3名）
（注4）経営会議　：社長執行役員1名、副社長執行役員3名、常務執行役員8名
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コーポレート・ガバナンス推進体制と取り組み
 
 1 株主総会

議案の熟慮期間を確保するため、招集通知の早期発送
（約4週間前）を行っています。また、発送日前に招集通
知を東京証券取引所ウェブサイト、当社ウェブサイトな
どにて開示しています。議決権の行使については、イン
ターネットなどによる電子投票制度を採用しています。

 2 取締役（会）
取締役会は、社外取締役3人（2016年6月29日定時株

主総会で1名増員）を含む13人で構成されており、子会
社などを含めた当社グループ全般に関わる重要事項を取
り扱い、迅速かつ的確な意思決定と監督機能の充実を図
っています。2015年度は計13回実施し、出席率は
98.8%でした。十分な審議時間が確保され、活発な議論
が行われました。

 3 執行役員
当社は、執行役員制度を導入し、取締役が経営の意思

決定と監視・監督に注力することにより、取締役会を活
性化して経営の効率性および監督機能を高めるように努
めています。執行役員は取締役会で定めた職務の執行に
従事するとともに、代表取締役と取締役の一部が執行役
員を兼務し、経営の意思決定を確実かつ効率的に実施し
ています。

 4 経営会議
当社は経営会議で経営の基本方針および経営に関する

重要な事項について、十分に審議を尽くした上で意思決
定を行っています。経営会議は、社内規程「経営会議規
程」に則って、社長執行役員、副社長執行役員、常務執
行役員、本部長および事業部長で構成し、原則として毎

週実施しています。また、経営会議のうち原則年3回を
「CSR推進会議」として開催し、CSRに関する活動計画の
審議および活動報告を行っています。

 5 監査役（会）
当社は監査役会設置会社を選択しています。監査役会

は社外監査役3人を含む5人の監査役で構成され、それ
ぞれが取締役の職務の執行を監査しています。

当社の監査役会を支える組織として、取締役の指揮命
令系統外の専従スタッフ（4人）からなる監査役室を設置
し、監査役の調査業務を補助することにより、監査役の
監査機能の充実を図っています。

 6 監査部
内部監査部門として監査部（21人）を設置し、年間監

査計画などに基づいて、業務活動が適正かつ効率的に行
われているかを監査し、各基本組織および各関係会社に
助言・勧告を行うとともに、監査結果を経営者に報告し
ています。あわせて、事業部やグループ中核会社などに
おいては、グループ共通規程である「関係会社基本規程」
および「自主監査規程」の中で役割を明確に定めたうえ
で内部監査人を設置し、自主監査を実施することなどに
より、監査機能や内部統制機能の充実・強化に努めてい
ます。また、監査部は、内部監査人と連携して、金融商
品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制の評価を実
施し、その結果を経営者に報告しています。

監査部、監査役、会計監査人は、年間監査計画や監査
報告などの定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報
の交換を行うことで、相互の連携を高め、監査の実効性・
質的向上を図っています。

リスクマネジメント 
大阪ガスグループでは、基本組織長と関係会社社長は、

損失の危機の管理を推進し、定期的にリスクマネジメン
トの点検を実施しています。各基本組織および各関係会
社においては、リスクマネジメントの自己点検をシステ
ム化した「G-RIMS（Gas Group Risk Management 
System）」を活用して、リスク項目を設定し、当該リス

ク項目への対応状況の点検とフォローを実施しています。
また、保安・防災などのグループに共通するリスク管

理に関しては、主管組織を明確にし、各基本組織および
各関係会社をサポートすることで、グループ全体として
のリスクマネジメントに取り組んでおり、緊急非常事態
に対する備えとして、災害対策に関する規程および事業
継続計画を整備しています。

コーポレートガバナンス体制図
（2016年6月29日現在）
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22取締役（会）
（社外取締役含む）

業務執行取締役
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代表取締役会長

尾崎　裕
代表取締役社長

本荘 武宏

代表取締役

松坂 英孝
代表取締役

瀨戸口 哲夫
代表取締役

藤原 正隆

取締役

矢野 和久
取締役

稲村 栄一
取締役

藤原 敏正

取締役

宮川　正
取締役

西川 秀昭

役員紹介
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役員報酬について

取締役の報酬体系は、持続的な成長と中長期的な企業価
値向上の実現への意欲を高めるため、固定部分と業績連動
部分で構成する月額報酬としています。ただし、社外取締役
については、業務執行から独立した立場であることから固
定報酬としています。各取締役の報酬額は、他社の水準も
参考にし、その役割と責務に相応しいものとするとともに、
客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社
外役員が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経た
上で、株主総会で承認いただいた上限額（月額63百万円）の
範囲内で、取締役会の決議により決定しています。任意の
諮問委員会は社外委員と社内委員で構成され、社外委員は
社外役員全員（社外取締役3名および社外監査役3名）であり、
社内委員は社長および必要に応じて社長が指名する者（他
の代表取締役の中から2名まで社長が指名可能）としていま
す。なお、議長は委員の中から互選により選任しています。

各監査役の報酬額は、株主総会で承認いただいた上限
額（月額14百万円）の範囲内で、監査役の協議により、各
監査役の地位などを踏まえて決定することとしています。

なお、取締役および監査役に対する退職慰労金につい
ては、廃止しています。

社外役員の独立性と判断の基準

大阪ガスは、社外取締役3名および社外監査役3名を選
任しています。取締役・監査役の候補者選任にあたっては、
多様な人材の中から、知識・経験、能力、人格などを勘案す
ることを基本としており、その上で、社外役員候補者につ
いては、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識
見、豊富な経験、出身分野における高い専門性などを勘案
して選任しています。社外取締役および社外監査役は、会
社法に基づく内部統制システムの運用状況、金融商品取引
法に基づく財務報告に係る内部統制の評価状況、内部監査
の状況、CSR活動の状況などを、取締役会などにおいて聴
取するとともに、会計監査の監査報告の内容を確認してい
ます。なお、当社は、独立役員に係る独立性の判断基準を
定めており、社外取締役および社外監査役の全員がその判
断基準を満たしていることから、当社が上場している金融
商品取引所に対して全員を独立役員として届け出ています。

取 締 役 監 査 役

監査役 （社外役員）

佐々木 茂美
監査役 （社外役員）

木村 陽子
［ 略 歴 ］

昭和62年12月 奈良女子大学家政学部助教授
平成  ５ 年10月 奈良女子大学生活環境学部助教授
平成12年  ４月 奈良女子大学生活環境学部教授
平成12年12月 地方財政審議会委員
平成22年  ４月 財団法人自治体国際化協会理事長
平成26年  ４月 公益財団法人日本都市センター参与
平成26年  ６月 当社監査役（現）
平成27年  ４月 公立大学法人奈良県立大学理事（現）

［ 取締役会・監査役会出席状況 ］
（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 
13回開催された取締役会に13回出席しております。また、
14回開催された監査役会に14回出席しております。

［ 略 歴 ］
昭和49年  ４月 裁判官任官
平成23年  ５月 高松高等裁判所長官
平成24年  ３月 大阪高等裁判所長官
平成25年  ３月 裁判官退官
平成25年  ４月 京都大学大学院法学研究科教授（現）
平成28年  ６月 当社監査役（現）

監査役 （社外役員）

八田 英二
［ 略 歴 ］

昭和60年  ４月 同志社大学経済学部教授（現）
平成  ８ 年  ４月 同志社大学経済学部長
平成10年  ４月 同志社大学長
平成20年  ２月 公益財団法人日本学生野球協会会長（現）
平成21年  ４月 一般社団法人大学監査協会副会長（現）
平成23年10月 学校法人同志社理事長
平成27年  ６月 一般財団法人全日本野球協会副会長（現）
平成27年  ６月 当社監査役（現）
平成27年  ９月 公益財団法人日本高等学校野球連盟会長（現）

［ 取締役会・監査役会出席状況 ］
（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 
平成27年6月26日の就任後、11回開催された取締役会に11回出席
しております。また、11回開催された監査役会に11回出席しております。

取締役（社外役員）
森下 俊三

取締役（社外役員）
宮原 秀夫

取締役（社外役員）
佐々木 隆之

［ 略 歴 ］
昭和45年  ４月 日本電信電話公社入社
平成16年  ３月 西日本電信電話株式会社代表取締役社長
平成20年  ６月 西日本電信電話株式会社取締役相談役
平成21年  ６月 当社取締役（現）
平成22年  ６月 西日本電信電話株式会社相談役
平成24年  ６月 阪神高速道路株式会社取締役会長（現）
平成26年  ７月 西日本電信電話株式会社シニアアドバイザー（現）
平成26年10月 大阪府公安委員会委員長（現）
平成27年  ３月 日本放送協会経営委員会委員（現）

［ 取締役会出席状況 ］（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
13回開催された取締役会に11回出席しております。

［ 略 歴 ］
平成  元年10月 大阪大学基礎工学部教授
平成10年  ４月 大阪大学大学院基礎工学研究科長・基礎工学部長
平成14年  ４月 大阪大学大学院情報科学研究科長
平成15年  ８月 大阪大学総長
平成19年  ９月 独立行政法人情報通信研究機構理事長
平成24年  ６月 一般社団法人ナレッジキャピタル代表理事（現）
平成25年  ４月 大阪大学大学院情報科学研究科特任教授
平成25年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社取締役（現）
平成25年  ６月 当社取締役（現）
平成28年  ４月 大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授（現）
平成28年  ６月 日本放送協会経営委員会委員（現）

［ 取締役会出席状況 ］（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
13回開催された取締役会に13回出席しております。

［ 略 歴 ］
昭和45年  ４月 日本国有鉄道入社
平成14年  ６月 株式会社ジェイアール西日本デイリー
 サービスネット代表取締役社長
平成19年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役副社長
平成21年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役副会長
平成21年  ８月 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長
平成24年  ５月 西日本旅客鉄道株式会社取締役会長
平成28年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社取締役相談役（現）
平成28年  ６月 当社取締役（現）

監査役

川岸 隆彦
監査役

入江 昭彦

　　　 役員区分
取締役（社外取締役を除く）
監査役（社外監査役を除く）
社外役員

報酬などの総額（百万円）

548
64
51

対象となる役員の員数（名）

12
3
5

（注）人数および金額には、平成27年6月26日開催の第197回定時株主総会終結の時
をもって退任した取締役1名および監査役1名を含んでいます。なお、報酬など
の総額は、全額、基本報酬からなります。



代表取締役会長

尾崎　裕
代表取締役社長

本荘 武宏

代表取締役

松坂 英孝
代表取締役

瀨戸口 哲夫
代表取締役

藤原 正隆

取締役

矢野 和久
取締役

稲村 栄一
取締役

藤原 敏正

取締役

宮川　正
取締役

西川 秀昭

役員紹介
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役員報酬について

取締役の報酬体系は、持続的な成長と中長期的な企業価
値向上の実現への意欲を高めるため、固定部分と業績連動
部分で構成する月額報酬としています。ただし、社外取締役
については、業務執行から独立した立場であることから固
定報酬としています。各取締役の報酬額は、他社の水準も
参考にし、その役割と責務に相応しいものとするとともに、
客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社
外役員が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経た
上で、株主総会で承認いただいた上限額（月額63百万円）の
範囲内で、取締役会の決議により決定しています。任意の
諮問委員会は社外委員と社内委員で構成され、社外委員は
社外役員全員（社外取締役3名および社外監査役3名）であり、
社内委員は社長および必要に応じて社長が指名する者（他
の代表取締役の中から2名まで社長が指名可能）としていま
す。なお、議長は委員の中から互選により選任しています。

各監査役の報酬額は、株主総会で承認いただいた上限
額（月額14百万円）の範囲内で、監査役の協議により、各
監査役の地位などを踏まえて決定することとしています。

なお、取締役および監査役に対する退職慰労金につい
ては、廃止しています。

社外役員の独立性と判断の基準

大阪ガスは、社外取締役3名および社外監査役3名を選
任しています。取締役・監査役の候補者選任にあたっては、
多様な人材の中から、知識・経験、能力、人格などを勘案す
ることを基本としており、その上で、社外役員候補者につ
いては、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識
見、豊富な経験、出身分野における高い専門性などを勘案
して選任しています。社外取締役および社外監査役は、会
社法に基づく内部統制システムの運用状況、金融商品取引
法に基づく財務報告に係る内部統制の評価状況、内部監査
の状況、CSR活動の状況などを、取締役会などにおいて聴
取するとともに、会計監査の監査報告の内容を確認してい
ます。なお、当社は、独立役員に係る独立性の判断基準を
定めており、社外取締役および社外監査役の全員がその判
断基準を満たしていることから、当社が上場している金融
商品取引所に対して全員を独立役員として届け出ています。

取 締 役 監 査 役

監査役 （社外役員）

佐々木 茂美
監査役 （社外役員）

木村 陽子
［ 略 歴 ］

昭和62年12月 奈良女子大学家政学部助教授
平成  ５ 年10月 奈良女子大学生活環境学部助教授
平成12年  ４月 奈良女子大学生活環境学部教授
平成12年12月 地方財政審議会委員
平成22年  ４月 財団法人自治体国際化協会理事長
平成26年  ４月 公益財団法人日本都市センター参与
平成26年  ６月 当社監査役（現）
平成27年  ４月 公立大学法人奈良県立大学理事（現）

［ 取締役会・監査役会出席状況 ］
（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 
13回開催された取締役会に13回出席しております。また、
14回開催された監査役会に14回出席しております。

［ 略 歴 ］
昭和49年  ４月 裁判官任官
平成23年  ５月 高松高等裁判所長官
平成24年  ３月 大阪高等裁判所長官
平成25年  ３月 裁判官退官
平成25年  ４月 京都大学大学院法学研究科教授（現）
平成28年  ６月 当社監査役（現）

監査役 （社外役員）

八田 英二
［ 略 歴 ］

昭和60年  ４月 同志社大学経済学部教授（現）
平成  ８ 年  ４月 同志社大学経済学部長
平成10年  ４月 同志社大学長
平成20年  ２月 公益財団法人日本学生野球協会会長（現）
平成21年  ４月 一般社団法人大学監査協会副会長（現）
平成23年10月 学校法人同志社理事長
平成27年  ６月 一般財団法人全日本野球協会副会長（現）
平成27年  ６月 当社監査役（現）
平成27年  ９月 公益財団法人日本高等学校野球連盟会長（現）

［ 取締役会・監査役会出席状況 ］
（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 
平成27年6月26日の就任後、11回開催された取締役会に11回出席
しております。また、11回開催された監査役会に11回出席しております。

取締役（社外役員）
森下 俊三

取締役（社外役員）
宮原 秀夫

取締役（社外役員）
佐々木 隆之

［ 略 歴 ］
昭和45年  ４月 日本電信電話公社入社
平成16年  ３月 西日本電信電話株式会社代表取締役社長
平成20年  ６月 西日本電信電話株式会社取締役相談役
平成21年  ６月 当社取締役（現）
平成22年  ６月 西日本電信電話株式会社相談役
平成24年  ６月 阪神高速道路株式会社取締役会長（現）
平成26年  ７月 西日本電信電話株式会社シニアアドバイザー（現）
平成26年10月 大阪府公安委員会委員長（現）
平成27年  ３月 日本放送協会経営委員会委員（現）

［ 取締役会出席状況 ］（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
13回開催された取締役会に11回出席しております。

［ 略 歴 ］
平成  元年10月 大阪大学基礎工学部教授
平成10年  ４月 大阪大学大学院基礎工学研究科長・基礎工学部長
平成14年  ４月 大阪大学大学院情報科学研究科長
平成15年  ８月 大阪大学総長
平成19年  ９月 独立行政法人情報通信研究機構理事長
平成24年  ６月 一般社団法人ナレッジキャピタル代表理事（現）
平成25年  ４月 大阪大学大学院情報科学研究科特任教授
平成25年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社取締役（現）
平成25年  ６月 当社取締役（現）
平成28年  ４月 大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授（現）
平成28年  ６月 日本放送協会経営委員会委員（現）

［ 取締役会出席状況 ］（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
13回開催された取締役会に13回出席しております。

［ 略 歴 ］
昭和45年  ４月 日本国有鉄道入社
平成14年  ６月 株式会社ジェイアール西日本デイリー
 サービスネット代表取締役社長
平成19年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役副社長
平成21年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役副会長
平成21年  ８月 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長
平成24年  ５月 西日本旅客鉄道株式会社取締役会長
平成28年  ６月 西日本旅客鉄道株式会社取締役相談役（現）
平成28年  ６月 当社取締役（現）

監査役

川岸 隆彦
監査役

入江 昭彦

　　　 役員区分
取締役（社外取締役を除く）
監査役（社外監査役を除く）
社外役員

報酬などの総額（百万円）

548
64
51

対象となる役員の員数（名）

12
3
5

（注）人数および金額には、平成27年6月26日開催の第197回定時株主総会終結の時
をもって退任した取締役1名および監査役1名を含んでいます。なお、報酬など
の総額は、全額、基本報酬からなります。


